
平
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受
領
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閣
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号

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
提
出
国
家
公
務
員
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
提
出
国
家
公
務
員
制
度
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

内
閣
人
事
局
を
設
置
す
る
た
め
の
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
総
括
し
た
上
で
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る

こ
と
等
か
ら
、
今
臨
時
国
会
へ
の
提
出
を
見
送
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

「
国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
を
二
割
削
減
」
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
推
進
に
伴
う
地
方
移
管
、
国
家
公
務

員
の
手
当
・
退
職
金
等
の
水
準
や
定
員
の
見
直
し
、
公
務
員
制
度
改
革
後
の
労
使
交
渉
を
通
じ
た
給
与
改
定
等
に
よ
り
、
平

成
二
十
五
年
度
に
達
成
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
削
減
の
方
法
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
公
務
員
制
度
改
革
の
中
で
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
回
復
し
、
民
間
と
同
様
、
労
使
交
渉
に
よ
っ
て

給
与
を
決
定
す
る
仕
組
み
を
含
め
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。


